
【社会保険料減免のための手続き　】

賃金の支払い ＜育児休業を継続した場合、子３歳まで免除可能＞

　　一等級差でも保険料が改定される

　　　●育児休業開始後すぐ 　●育児休業終了後すぐ ●育児休業終了後に賃金が低下した場合

●育児休業終了後３ヶ月目(４ヶ月目から変更）

●賃金台帳添付

3歳時に特例終了（届出不要）

●育児休業終了後３ヶ月目

●賃金が低下しても年金額は維持（３歳未満の期間）

賃金の支払い

厚生年金・健康保険の保険料支払が必要 厚生年金・健康保険の保険料免除（会社・本人） 厚生年金・健康保険の保険料発生

産前４２日 産後５６日 原則、子が１歳になるまで 保育園に入れない場合

産前産後休暇 育児休業

日本年金機構 

育児休業等取
得者申請書 

  
 １歳 1歳２ヶ月 1歳6ヶ月 

日本年金機構 

育児休業取得者 
終了届 

日本年金機構 

育児休業終了時 
報酬月額変更 

日本年金機構 日本年金機構 

厚生年金保険養育
期間標準報酬月額
特例申出書 

  出産 


